
御船町介護保険住宅改修支援事業補助金  

＜ 補助金設置の趣旨 ＞ 

介護保険法（以下「法」という。）第 45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費の支給又は法第 57

条の規定に基づく居宅支援住宅改修費の支給にあたっては、基本的に居宅サービス計画等を作成する

介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員（以下「介護支援専門員等」という。）が作成す

る「住宅改修について必要と認めれる理由が記載されているもの」の提出が必要となり、この書類の

作成にあたっては、相談、助言等や多職種との連携が求められることとなる。 

その際、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない被保険者に対して行うか否かによっ

ては、それに要する経費の経済性に大きな乖離が生ずることとなり、関係者の対応いかんによっては、

当該住宅改修事業を希望する住民からの相談窓口を狭めることとなりかねない。 

こうした事態を未然に回避し、居宅介護支援専門員への支援を充実させることにより、当該制度の円

滑な運営を図ることが補助金設置の趣旨である。 

 

＜ 申請・交付の流れ ＞ 

 

 

・住宅改修支援事業補助金交付申請書（様式第 1号） 

・住宅改修支援事業利用者別内訳書（様式第 2号） 

を町へ提出。 

※各年度の 3 月末日までに！ 

町は、申請内容について審査・交付決定を行う。 

住宅改修支援事業補助金交付決定通知書（様式第 3 号）を申請者へ通知。 

住宅改修支援事業補助金請求書（様式第 4号）を町へ提出。 
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